
船舶事故等調査報告書 

平成２２年７月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第２２１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年８月１７日 ０７時２１分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市水島港 水島港西１号防波堤灯台から真方位２７６°１.５

海里付近 

（概位 北緯３４°２８.３′ 東経１３３°４２.２′） 

事故等調査の経過  平成２１年８月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油送船 第一金星
きんせい

丸、２,９９６トン 

   １３１７２７、金洋海運株式会社 

Ｂ 貨物船 第三福
ふく

吉
よし

丸、４９７トン 

   １３３９５５、福吉海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、三級海技士（航海） 

Ｂ 船長、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾外板に破口及び擦過傷 

Ｂ 船首部圧壊 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１１人が乗り組み、水島港内を南東進中、Ｂ船は、

船長Ｂほか４人が乗り組み、水島港内を南進中、平成２１年８月１７日０

７時２１分ごろ、水島港高梁川口灯浮標付近において、Ａ船の左舷船尾部

とＢ船の船首部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約１.７m/s 

海象：波高 平穏、潮汐 ほぼ高潮時 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、水島港において南東進中、船長Ａが、Ｂ

船を初認したとき、Ｂ船が左転するものと思い込

み、Ｂ船に対する適切な見張りを行わずに航行し、

Ｂ船に気付くのが遅れたものと考えられる。 

 Ｂ船は、水島港において南進中、船長Ｂが、Ａ船

を初認したとき、現状で航行しても、Ａ船は接近し

て来ることはないものと思い込み、減速せずに航行

したものと考えられる。 

原因  本事故は、水島港において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が南進中、船長Ａが

Ｂ船に対する適切な見張りを行わず、また、船長ＢがＡ船が接近して来る

ことはないものと思い込んで、減速せずに航行したため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

 




